
最高裁秘書第407号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

塵最高裁判所事務総長中村 'i

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030875号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和3年既済事件手続別年報

開示の実施方法

1

大阪地裁管内集計表（片面で1枚）

2

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 、別 年． 報

第2表令和 3年
大阪地裁管内
，集計表

（最刑一）

(注） 「既済人貝」の「審査状況」の各欄及び「未済人員』の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。
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記

IQ-

処
理
区
分

既 済 人 員

躍 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む） 、

起
訴
相
当

不
起
解
不
当

不起暁相当

起
翫
．
猶
子

嫌
疑
々

不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

Ｌ
ｏ
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〃

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
楢
な
し

再
度
の
申
立
て

そ

の

他

小

計

移
送

〈
ロ
・

計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会醸回数

１

回

２
回
３
回

４

回

５
回
以
上

鉦人尋問等の実施

検
察
宮

申
立
人

被
疑
者

柾
人

助

言

者

審査補助員

起
所
相
当

不
起
誘
不
当

凸
●
ら
申

不
起
露
相
当

申
立
却
下
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、‐一

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
．
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

1 4 38 85 82 14 1 220 1 《1 2 1 2 5
◆

,

231 14 107 100 3 7 209 ” 65

4

備
考

未済事件のうち,審査期間が1年を超える事件の原因等内駅

〆

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



最高裁秘書第426号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様
汐乃厚ひめ～な
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ｇ
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最高裁判所事務総長中村
’」

銅
一一

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030876号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和3年既済事件手続別年報

開示の実施方法

写しの送付

1

京都地裁管内集計表（片面で1枚）

2

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）



／

(別紙様式第・2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 3年 京都地裁管内
． 集計表

(注） 『既済人員jのF審査状況」の各欄及び「未済人員jの欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

１
．
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Ｊ

、課

巳

処
理
区
分

既 済 人． 貝

諺 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
訴
相
当

不
起
飾
不
当

不起鯨相当

起
所
．
猶
予

嫌
疑
不

十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
・
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
他

小，

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
寮
在

申
立
樋
な
し

再
度
の

『

申
立
・
て

そ
の
他

小

.計

移
送

合

計．

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

全壁同数

1

回

2

回

３

回

４

回

､5

回

以

･上．

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
、
当

不
・
起
瞬
不
当

不
起
訴
相
当

り

申
立
御
下
、
移
遇

そ
の
他
（
↓
審
査
打
切
り
､ー

第
二
段
階
の
審
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六

月

以

･内

年
以
内

一
年
・
を
超
え
る
も
の

人
員

1 6 29 3 9 .魂 -2
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０
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Ｇ
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備
考

未済事件のうち，審査期間が1雫を超える事件の原因等内訳
■ ■

■ D G

被疑者不明 被疑者疾痛 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



最高裁秘書第401号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030877号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和3年．既済事件手続別年報

開示の実施方法

1

神戸地裁管内集計表（片面で1枚）

2

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話03 (3264) 5652 (直通）



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 3年 神戸地裁管内
集計表
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(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び､｢未済人員」の欄は,法第41条の2の規定による審査藍開始した事件を含んだ人員数を計上する。

必
－ 2 ．全 一

叶

処
理
区
分

既 済 人 員

懲 決 、結、 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
翫
相
当

不
起
解
不
当

不起誘相当

起
解
猶
予

嫌
疑
不
十
分

熾
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
．
の
他

小

,計

審査打切り

。

申
立
て
の
取
下
げ

･そ

の

他

小

計

申立却下

不
起
訴
処
分
の
不
存
在

申
立
栂
な
し

再
度
・
の
中
立
て

Q F

そ
の
他

小

計

移
送
合
計

審査期間
(受理の日から）

月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

一

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

今瞳回数

1

回

２

回

３

回

４
回

５
回
以
・
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被

疑

者

鉦
人

助
言
．
者

審査補助員

起
解
相
当

不
起
砺
不
当

不
起

瞬
相
当

申
立
劃
下
‐
私
・
逆

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
・
密
査

未･済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

｛
ハ

月

以

内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人

･員

4 13 80 3 208 3 307 1 1 1 45 ‘46 358 5 245 102 4 2 355 3 151

僧
考

未済事件のう_ち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員



最高裁秘書第412号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 ′’

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030878号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

開示する司法行政文書の名称等

令和3年既済事件手続別年報

開示の実施方法

写しの送付

］

奈良地裁管内集計表（片面で1枚）

2

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



グ

(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

､第2表令和 3年 奈良地裁管内一
集計表

【斌刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況』の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を計上する。

一

'5‐

r●

奈良検審第4号（検・統ろ－2） 令和4年1月7日

｡ ■

最高裁判所事務総局刑事局長殿 奈良検察審査会事務局長

処
理
区
分

既 済 人 員

蟻 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
読
相
当

不
起
訴
不
当

不起訴相当

起
所
猶
子

嫌
疑
不
十
分

嫌
疑
な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計。

審査打切り

申
立
て
の
敢
、
下
げ

そ
の
他

小

計

申立却下

不
・
起
解
処
分
の
・
不
存
在

申
立
樋
な
し

毎
■

再
度
の
申
，
立
て

そ
の
他

小

~●

■■

計

移
送
合
計

審査期間
， （受理の日から） ．

月
以
内

三
月
以
内

六
月
↑
以
内

九
月
以
内

一

年

以
内

一
§
年
を
超
え
る
略
の

套壁同数

１

回

２
回
３
回
４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

証
人

助
・
言
者

審査補助員

起
解
相
当

不

起
訴
不
当

不
起
豚
相

● ｡

､当

申
立
釘
下
§
移
送

そ
の
他
．
（
審
査
打
切
り
､ｰ

｡

第
二
段
階
の
春
査

未済人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
・
内

一
．
年
を
超
え
る
も
の

人

.貝

1 2 4 6 Z 4 1
・
１ 1 6 1 1

●
旬

傭

考

◆

未済事件のうち,審査期間が1年を超える事件の原因専内駅

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
(具

審査期間
及び入員



最高裁秘書第427号
O

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 』

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030879号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和3年既済事件手続別年報

2 開示の実施方法

写しの送付

大津地裁管内集計表（片面で1枚）

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）



(別紙様式第2）
ｰ

既 済 事 件 ． 手 続 別 年 報

第2表令和 3年
大津地裁管内
集計表

(妓刑一）

(注） 「既済人員」の「審査状況」の各欄及び「未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した率件を含んだ人員数を計上する。

選 顎

'6

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査率件を含む）

起
酔
相
当

不
起
豚
不
当

不起訴相当

起
瞬
猶
予

嫌
疑
一
不
十
分

嫌
疑

な
し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
一
下
げ

そ

の．

他

小

計

申立却下

不
起
瞬
処
分
の
不
存
在

申
立
梅
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
他

小

計

移
送

合

計

審査期間
(受理の日から）

一
月
以
内

三
月
以
内

六
月
以
内

九
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

会議回数

１

回

２
回 ､

3

回

４
回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
察
官

申
立
人

被
疑
者

旺
人

助
言
者

審査補助員

起
解
相
当

不
起
解
不
当

不
起
所
相
当

申
立
却
下
、
、
移
送

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
査

未済.人員

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

六
月
以
内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

3 9 1 13 1 1 2 2 16 2 3 8 2 -1 9 4 1 2 1 2 9

傭

考

未済事件のうち．審査期間が1年を超える事件の原因等内駅
Q

‐

ー ●

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
(具体的に）

審壷期間
及び人員



最高裁秘書第402号

令和4年2月16日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 世
』

司法行政文書開示通知書

令和4年1月14日付け（同月17日受付、第030880号）で申出のありま

した司法行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知

します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和3年既済事件手続別年報

2 開示の実施方法

写しの送付

和歌山地裁管内集計表（片面で1枚）

担当課秘書課（文書室）電話03 （3264） 5652 （直通）

「



(別紙様式第2）

既 済 事 件 手 続 別 年 報

第2表令和 3年 和歌山地裁管内
集計表

(鍛刑一）

(注） 「既済人員」め「審査状況」の各欄及び.｢未済人員」の欄は，法第41条の2の規定による審査を開始した事件を含んだ人員数を肝上する。

〆

秒’
(ク

処
理
区
分

既 済 人 員

駿 決 結 果 審 査 状 況（第2段階の審査事件を含む）

起
解
相
当

不
起
所
不
当

不起解相当

起
癖
猶
予

嫌
疑
不
十
分

●

厳
疑
な

し

罪
と
な
ら
ず

そ
の
他

小

計

審査打切り

申
立
て
の
取
下
げ

そ
の
．

●

他

小

計

申立却下

不
起
豚
処
分
の
不
存
在

申
立
櫓
な
し

再
度
の
申
立
て

そ
の
・
他

小

計

移

送‘

合
計

審査期間
(受理の日から） ．

一
月
以
内

三
月
以
内

六
・
月
以
内

九
月
以
内

一

年

~以

内

｜
年
を
超
え
る
も
の

会儀回数

1

回，

２
回

３

回

･4

回

５
回
以
上

証人尋問等の実施

検
．
・
察
官

申
立
人

被

疑

者

鉦
人

助
言
者

審査補助員

起
訴
相
当

不
§
・
起
所
不
当

不
起
鯨
相
当

申
立
劃
下
、
移
遥

そ
の
他
（
審
査
打
切
り
、ー

第
二
段
階
の
審
・
査

未済人.貝

(第2段階の審

査事件を含む）

審査期間
(受理の日から）

｛
ハ

月

以

内

年
以
内

一
年
を
超
え
る
も
の

人
員

2 2 6 1 9 2 3 5 ､16 8 8 16 6

備
考

' ｡

未済事件のうち，審査期間が1年を超える事件の原因等内訳．
■

被疑者不明 被疑者疾病 事案複雑
その他
(具体的に）

審査期間
及び人員


